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ペ
ー
ジ

告　
　
　

示

〇
二
級
河
川
唐
桑
圏
域
河
川
整
備
基
本
方
針
の
公
表 

（
河　

川　

課
）　
　

一

〇
二
級
河
川
気
仙
沼
圏
域
河
川
整
備
基
本
方
針
の
公
表 

（　
　

同　
　

）　
　

一

〇
二
級
河
川
志
津
川
圏
域
河
川
整
備
基
本
方
針
の
公
表 

（　
　

同　
　

）　
　

一

〇
二
級
河
川
雄
勝
・
牡
鹿
・
女
川
圏
域
河
川
整
備
基
本
方
針
の
公
表 

（　
　

同　
　

）　
　

一

〇
二
級
河
川
坂
元
川
水
系
河
川
整
備
基
本
方
針
の
公
表 

（　
　

同　
　

）　
　

一

〇
二
級
河
川
鹿
折
川
水
系
河
川
整
備
基
本
方
針
の
変
更
の
公
表 

（　
　

同　
　

）　
　

一

〇
二
級
河
川
伊
里
前
川
水
系
河
川
整
備
基
本
方
針
の
変
更
の
公
表 

（　
　

同　
　

）　
　

二

〇
証
紙
売
り
さ
ば
き
人
の
指
定 

（
会　

計　

課
）　
　

二

公　
　
　

告

〇
公
聴
会
の
開
催 
（
都
市
計
画
課
）　
　

二

〇
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
（
二
件
） 

（
建
築
宅
地
課
）　
　

三

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
係
る
落
札
者
の
決
定 

（
教
育
庁
教
育
企
画
室
）　
　

三

選
挙
管
理
委
員
会

〇
政
治
団
体
の
届
出 
三

〇
政
治
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
届 

四

〇
政
治
団
体
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解
散
届 

四

〇
政
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団
体
の
収
支
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告
書
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旨
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公
表
（
平
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十
六
年
分
） 

四

〇
政
治
団
体
の
収
支
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告
書
の
要
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公
表
（
平
成
二
十
七
年
分
） 

五

〇
資
金
管
理
団
体
の
届
出 

五

告　
　
　

示

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
六
十
七
号

　

河
川
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
六
十
七
号
）
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
二
級
河
川
唐
桑
圏
域
河
川

整
備
基
本
方
針
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
宮
城
県
庁
（
土
木
部
河
川
課
）
及
び
宮
城
県
気
仙
沼

土
木
事
務
所
に
お
い
て
こ
れ
を
公
表
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
九
月
十
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
六
十
八
号

　

河
川
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
六
十
七
号
）
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
二
級
河
川
気
仙
沼
圏
域
河

川
整
備
基
本
方
針
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
宮
城
県
庁
（
土
木
部
河
川
課
）
及
び
宮
城
県
気
仙

沼
土
木
事
務
所
に
お
い
て
こ
れ
を
公
表
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
九
月
十
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
六
十
九
号

　

河
川
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
六
十
七
号
）
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
二
級
河
川
志
津
川
圏
域
河

川
整
備
基
本
方
針
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
宮
城
県
庁
（
土
木
部
河
川
課
）
及
び
宮
城
県
気
仙

沼
土
木
事
務
所
に
お
い
て
こ
れ
を
公
表
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
九
月
十
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
七
十
号

　

河
川
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
六
十
七
号
）
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
二
級
河
川
雄
勝
・
牡
鹿
・

女
川
圏
域
河
川
整
備
基
本
方
針
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
宮
城
県
庁
（
土
木
部
河
川
課
）
及
び

宮
城
県
東
部
土
木
事
務
所
に
お
い
て
こ
れ
を
公
表
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
九
月
十
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
七
十
一
号

　

河
川
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
六
十
七
号
）
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
二
級
河
川
坂
元
川
水
系
河

川
整
備
基
本
方
針
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
宮
城
県
庁
（
土
木
部
河
川
課
）
及
び
宮
城
県
仙
台

土
木
事
務
所
に
お
い
て
こ
れ
を
公
表
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
九
月
十
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
七
十
二
号
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河
川
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
六
十
七
号
）
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
二
級
河
川
鹿
折
川
水
系
河

川
整
備
基
本
方
針
を
変
更
し
た
の
で
、同
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、宮
城
県
庁（
土

木
部
河
川
課
）
及
び
宮
城
県
気
仙
沼
土
木
事
務
所
に
お
い
て
こ
れ
を
公
表
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
九
月
十
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
七
十
三
号

　

河
川
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
六
十
七
号
）
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
二
級
河
川
伊
里
前
川
水
系

河
川
整
備
基
本
方
針
を
変
更
し
た
の
で
、
同
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
宮
城
県
庁

（
土
木
部
河
川
課
）
及
び
宮
城
県
気
仙
沼
土
木
事
務
所
に
お
い
て
こ
れ
を
公
表
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
九
月
十
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
七
十
四
号

　

証
紙
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
宮
城
県
条
例
第
二
十
二
号
）
第
五
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
、
証
紙
売
り
さ
ば

き
人
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

　
　

平
成
二
十
七
年
九
月
十
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

売
り
さ
ば
き
人

代
表
者

売
り
さ
ば
き
場
所

指
定
年
月
日

株
式
会
社
河
南
安
全
自
動
車
学

校

代
表
取
締
役

小
野
寺　

淳

一

石
巻
市
鹿
又
字
曽
波
神
前
百
十

七
番
地

平
成
二
十
七
年
九
月
十
四

日

公　
　
　

告

〇
都
市
計
画
に
関
す
る
公
聴
会
規
則
（
昭
和
四
十
五
年
宮
城
県
規
則
第
三
号
）
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
公
聴

会
を
次
の
と
お
り
開
催
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
九
月
十
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

公
聴
会
の
日
時
及
び
場
所

日　
　
　
　
　
　
　
　

時

場　
　
　
　
　
　
　

所

平
成
二
十
七
年
十
月
二
日
（
金
）
午
後
七
時
か
ら

石
巻
市
穀
町
十
四
番
一
号

石
巻
市
役
所
本
庁
舎

二　

件
名

　
　

石
巻
広
域
都
市
計
画
の
変
更
（
素
案
）
に
つ
い
て

三　

公
述
申
出
者
の
資
格

　

 　

公
聴
会
に
出
席
し
て
意
見
を
述
べ
る
こ
と
を
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
者
（
以
下
「
公
述
申
出
者
」
と
い
う
。）
は
、

石
巻
市
、
東
松
島
市
及
び
女
川
町
の
住
民
又
は
利
害
関
係
人
と
す
る
。

四　

公
述
の
申
出
等

　

１ 　

公
述
申
出
者
は
、
意
見
の
要
旨
及
び
そ
の
理
由
並
び
に
氏
名
、
住
所
、
年
齢
及
び
職
業
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、

法
人
の
名
称
及
び
所
在
地
並
び
に
当
該
法
人
を
代
表
し
て
意
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
者
の
氏
名
、
住
所
、
年
齢
及

び
当
該
法
人
と
の
関
係
）
を
記
載
し
た
書
面
（
以
下
「
公
述
申
出
書
」
と
い
う
。）
に
よ
り
、
宮
城
県
知
事
に
申

し
出
る
こ
と
。

　

２ 　

公
述
申
出
書
の
提
出
期
限
は
、
平
成
二
十
七
年
九
月
二
十
五
日
（
金
）
ま
で
と
す
る
。
た
だ
し
、
公
述
申
出
書

を
郵
送
す
る
場
合
は
、
同
日
付
け
の
消
印
の
あ
る
も
の
ま
で
を
受
け
付
け
る
。

　

３ 　

意
見
の
要
旨
の
全
部
が
こ
の
素
案
に
関
係
し
な
い
と
き
、
又
は
意
見
の
要
旨
を
同
じ
く
す
る
者
が
多
数
あ
る
と

き
は
、
公
述
人
に
選
定
し
な
い
こ
と
が
あ
る
。
ま
た
、
公
述
人
が
多
数
あ
る
と
き
は
公
述
の
時
間
を
制
限
し
、
意

見
の
要
旨
に
こ
の
素
案
と
関
係
な
い
部
分
が
あ
る
と
き
は
当
該
部
分
の
公
述
を
認
め
な
い
こ
と
が
あ
る
。

　

４ 　

公
聴
会
の
傍
聴
を
希
望
す
る
者
は
、
当
日
、
直
接
会
場
の
受
付
に
申
し
込
む
こ
と
。
た
だ
し
、
入
場
は
先
着
順

と
す
る
の
で
、
満
員
に
な
っ
た
と
き
は
、
入
場
を
制
限
す
る
こ
と
が
あ
る
。

　
　
　

な
お
、
公
述
人
に
選
定
さ
れ
た
者
が
い
な
い
と
き
は
、
公
聴
会
の
開
催
を
取
り
や
め
る
。

五　

素
案
の
概
要

　

１　

石
巻
広
域
都
市
計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針
を
変
更
し
、
次
の
事
項
を
定
め
る
。

　
　

㈠　

都
市
計
画
の
目
標

　
　

㈡　

区
域
区
分
の
決
定
の
有
無
及
び
区
域
区
分
を
定
め
る
際
の
方
針

　
　

㈢　

主
要
な
都
市
計
画
の
決
定
の
方
針

　
　
　

⑴　

土
地
利
用
に
関
す
る
主
要
な
都
市
計
画
の
決
定
の
方
針

　
　
　

⑵　

都
市
施
設
の
整
備
に
関
す
る
主
要
な
都
市
計
画
の
決
定
の
方
針

　
　
　

⑶　

市
街
地
開
発
事
業
に
関
す
る
主
要
な
都
市
計
画
の
決
定
の
方
針

　
　
　

⑷　

自
然
的
環
境
の
整
備
又
は
保
全
に
関
す
る
都
市
計
画
の
決
定
の
方
針

　
　
　

⑸　

防
災
に
関
す
る
主
要
な
都
市
計
画
の
決
定
の
方
針
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２　

石
巻
広
域
都
市
計
画
区
域
区
分
を
次
の
と
お
り
変
更
す
る
。

　
　
　

十
一
地
区
約
二
百
十
一
ヘ
ク
タ
ー
ル
を
新
た
に
市
街
化
区
域
に
編
入
す
る
。

六　

そ
の
他

　

 　

こ
の
公
聴
会
及
び
素
案
の
内
容
に
つ
い
て
の
問
い
合
わ
せ
は
、
宮
城
県
土
木
部
都
市
計
画
課
（
仙
台
市
青
葉
区
本

町
三
丁
目
八
番
一
号　

電
話
〇
二
二

－

二
一
一

－

三
一
三
二
・
三
一
三
四
）
に
行
う
こ
と
。

　
　
　
　

 

　
　
　
　

〇
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
区
域
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
二
号
）
第
五
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
都
市

計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
許
可
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
次
の
開
発
区
域

（
工
区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

平
成
二
十
七
年
九
月
十
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一 　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）

　

気
仙
沼
市
松
崎
前
浜
百
九
十
三
番
三

 

気
仙
沼
市　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　

 

　
　
　
　

〇
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
区
域
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
二
号
）
第
五
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
都
市

計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
許
可
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
次
の
開
発
区
域

（
工
区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

平
成
二
十
七
年
九
月
十
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一 　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）

　

気
仙
沼
市
松
崎
前
浜
百
二
十
二
番
二

 

気
仙
沼
市　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　

 

　
　
　
　

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
落
札
者
を
決
定
し
た
。

　
　

平
成
二
十
七
年
九
月
十
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一 　

落
札
に
係
る
物
品
又
は
役
務
の
名
称
及
び
数
量　

平
成
二
十
七
年
度
宮
城
県
教
育
庁
教
育
企
画
室
リ
ー
ス
パ
ソ
コ

ン
賃
貸
借
、
導
入
設
定
及
び
保
守
業
務　

八
千
七
百
三
十
六
台

二 　

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
室
等
の
名
称
及
び
所
在
地　

教
育
庁
教
育
企
画
室　

仙
台
市
青
葉
区
本
町
三

丁
目
八
番
一
号

三　

落
札
者
を
決
定
し
た
日　

平
成
二
十
七
年
九
月
一
日

四　

落
札
者
の
名
称
及
び
所
在
地　

東
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社　

東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
三
丁
目
十
九
番
二
号

五　

落
札
金
額　

八
億
七
千
二
百
七
十
二
万
六
千
四
百
円

六　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続　

一
般
競
争
入
札

七　

入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日　

平
成
二
十
七
年
七
月
二
十
一
日

選
挙
管
理
委
員
会

〇
宮
選
管
告
示
第
百
十
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
政
治
団

体
の
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
七
年
九
月
十
五
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委 

員 

長　
　

　
　

地　
　

光　
　

輝　
　
　

㈠　

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

　

イ　

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
政
治
団
体

　

政
治
団
体
の
名
称

代

表

者

の

氏

名

会
計
責
任
者

の

氏

名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

届
出
年
月
日

明
日
の
宮
城
の
農
村
を

考
え
る
会
（
宮
城
県
土

地
改
良
政
治
連
盟
）

伊
藤　

康
志

千
葉　

敬
記

仙
台
市
青
葉
区
北
根
三

－

二
五

－

二
〇

平
成
二
十
七
年

 

八
月
十
二
日

伊
藤
貞
悦
後
援
会

小
野
由
三
郎

伊
藤　

常
彦

亘
理
郡
山
元
町
山
寺
字
畑
中
五
九

平
成
二
十
七
年

 

八
月
二
十
六
日

遠
藤
の
ぶ
ゆ
き
後
援
会

遠
藤　

伸
幸

遠
藤　

知
恵

仙
台
市
青
葉
区
錦
ケ
丘
七

－

七

－

一
〇

平
成
二
十
七
年

 

八
月
五
日

大
久
保
弘
之
後
援
会

大
久
保
弘
之

大
久
保
摂
子

多
賀
城
市
浮
島
二

－

三
一

－

二
〇

平
成
二
十
七
年

 

八
月
十
七
日

大
槻
正
儀
後
援
会

佐
藤　

忠
吾

大
槻　

正
儀

伊
具
郡
丸
森
町
大
張
大
蔵
字
四
本
松
八

八

平
成
二
十
七
年

 

八
月
十
八
日

お
ぶ
ち
洋
一
郎
後
援
会

阿
部　
　

哲

小
渕　

松
美

宮
城
郡
利
府
町
花
園
三

－

九

－

一

平
成
二
十
七
年

 

八
月
三
日

菊
地
康
彦
後
援
会

渡
辺　

義
信

結
城　

由
美

亘
理
郡
山
元
町
山
寺
字
谷
原
七
七

－

一

平
成
二
十
七
年

 

八
月
二
十
八
日

木
村
満
後
援
会

木
村　

孝
男

鈴
木　

久
崇

亘
理
郡
亘
理
町
荒
浜
字
新
御
狩
屋
二
三

－

九

平
成
二
十
七
年

 

八
月
三
十
一
日

斉
藤
み
つ
や
後
援
会

斉
藤
巳
寿
也

小
野
寺
ひ
ろ
み

気
仙
沼
市
三
日
町
三

－

一

－

二
六

平
成
二
十
七
年

 

八
月
十
日
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塩
田
ち
あ
き
の
会

鈴
木　

武
夫

塩
田
美
千
代

黒
川
郡
富
谷
町
明
石
台
三

－

四

－

一
六

平
成
二
十
七
年

 

八
月
三
日

高
橋
じ
ゅ
い
ち
後
援
会

鈴
木　

正
悦

高
橋
や
す
え

黒
川
郡
大
郷
町
石
原
字
下
り
松
七

－

一

平
成
二
十
七
年

 

八
月
七
日

地
域
政
党
富
谷
町
民
党

岩
田　

士
郎

相
澤　

嘉
樹

黒
川
郡
富
谷
町
明
石
台
一

－

二
四

－

一

二

平
成
二
十
七
年

 

八
月
五
日

に
っ
た
秀
和
七
ヶ
浜
町

後
援
会

伊
藤　

喜
憲

伊
藤　

栄
喜

宮
城
郡
七
ヶ
浜
町
吉
田
浜
字
上
ノ
台
一

一

－

一

平
成
二
十
七
年

 

八
月
四
日

は
し
も
と
伸
一
後
援
会

齋
藤　

智
博

橋
元　

義
一

亘
理
郡
山
元
町
山
寺
字
頭
無
一
六
一

－

一

平
成
二
十
七
年

 

八
月
十
二
日

宮
城
県
商
工
政
治
連
盟

石
巻
市
牡
鹿
稲
井
支
部

齋
藤　

富
嗣

亀
山　

桂
太

石
巻
市
鮎
川
浜
南
三
一

－

一

平
成
二
十
七
年

 

八
月
二
十
五
日

守
屋
も
り
た
け
後
援
会

守
屋　

守
武

佐
藤　

俊
章

気
仙
沼
市
松
崎
高
谷
一
〇
八

平
成
二
十
七
年

 

八
月
二
十
八
日

や
ま
と
晴
美
後
援
会

大
和　

晴
美

大
和　

弘
一

亘
理
郡
山
元
町
鷲
足
字
中
筋
四
七

－
七

平
成
二
十
七
年

 

八
月
十
九
日

横
山
の
ぼ
る
後
援
会

横
山　
　

昇

横
山　

美
幸

仙
台
市
太
白
区
郡
山
六

－

一

－
一

平
成
二
十
七
年

 

八
月
十
四
日

若
生
ひ
で
と
し
後
援
会

若
生　

英
俊

若
生　

明
子

仙
台
市
泉
区
泉
ケ
丘
四

－
一
〇

－

一
三

平
成
二
十
七
年

 

八
月
三
日

渡
辺
ち
え
み
後
援
会

渡
邊
千
恵
美

武
田
裕
加
里

亘
理
郡
山
元
町
山
寺
字
樋
前
一
〇

平
成
二
十
七
年

 

八
月
二
十
一
日

〇
宮
選
管
告
示
第
百
十
一
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
政
治
団

体
の
届
出
事
項
を
異
動
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
七
年
九
月
十
五
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委 

員 

長　
　

　
　

地　
　

光　
　

輝　
　
　

㈠　

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

政
治
団
体
の
名
称

代

表

者

の

氏

名

異
動
事
項

新

旧

異
動
年
月
日

伊
藤
博
章
後
援
会

佐
藤　

雅
博

会
計
責
任
者

の

氏

名

江
間　

洋
一

伊
藤
幸
由
美

平
成
二
十
七
年

 

四
月
一
日

伊
藤
ひ
ろ
あ
き
ハ
ー
バ

ー
戦
略
会
議

伊
藤　

博
章

会
計
責
任
者

の

氏

名

江
間　

洋
一

伊
藤
幸
由
美

平
成
二
十
七
年

 

四
月
一
日

桜
井
公
一
後
援
会

土
井　

徳
夫

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

宮
城
郡
松
島
町
手

樽
字
早
川
東
二
八

－

三

宮
城
郡
松
島
町
手

樽
字
三
浦
三
七

平
成
二
十
七
年

 

八
月
二
日

政
治
結
社
赤
心
義
塾

鈴
木　

延
也

会
計
責
任
者

澤
口　

真
司

今
野　

智
彦

平
成
二
十
七
年

の

氏

名

 

一
月
一
日

税
理
士
に
よ
る
桜
井
充

を
支
援
す
る
会

上
杉　

廣
美

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

仙
台
市
青
葉
区
上

杉
三

－

三

－

四
八

塩
竈
市
白
萩
町
七

－

二
一

－

三
〇
一

平
成
二
十
七
年

 

八
月
一
日

代

表

者

の

氏

名

上
杉　

廣
美

髙
橋　

心
也

会
計
責
任
者

の

氏

名

大
和
田
伸
二

河
井　

博
之

湯
村
い
さ
み
後
援
会

髙
橋　

俊
明

代

表

者

の

氏

名

髙
橋　

俊
明

髙
橋　

健
一

平
成
二
十
七
年

 

七
月
一
日

若
生
ひ
で
と
し
後
援
会

若
生　

英
俊

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

黒
川
郡
富
谷
町
あ

け
の
平
一

－

三
〇

－

一
八

仙
台
市
泉
区
泉
ケ

丘
四

－

一
〇

－

一

三

平
成
二
十
七
年

 

八
月
六
日

渡
辺
ま
こ
と
後
援
会

渡
辺　

明
敏

代

表

者

の

氏

名

渡
辺　

明
敏

渡
辺　

辰
雄

平
成
二
十
七
年

 

八
月
一
日

〇
宮
選
管
告
示
第
百
十
二
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
政
治

団
体
が
解
散
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
七
年
九
月
十
五
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委 

員 

長　
　

　
　

地　
　

光　
　

輝　
　
　

㈠　

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

　
　
　
　
　

政　

治　

団　

体　

の　

名　

称

代
表
者
の
氏
名
　
　
　
　

解
散
年
月
日

安
藤
よ
し
お
後
援
会

佐
藤　

義
男

平
成
二
十
七
年
八
月
三
十
一
日

〇
宮
選
管
告
示
第
百
十
三
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
政
治
団
体
か
ら
平

成
二
十
六
年
分
収
支
報
告
書
の
提
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
要
旨
を
次
の
と

お
り
公
表
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
九
月
十
五
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委 

員 

長　
　

　
　

地　
　

光　
　

輝　
　
　

政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
（
単
位
：
円
）

（
そ
の
他
の
政
治
団
体
）

安
藤
よ
し
お
後
援
会

報
告
年
月
日
　
27. ８

. 31（
27. ８

. 31解
散
）
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〇
宮
選
管
告
示
第
百
十
四
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
政
治
団
体
か
ら
平

成
二
十
七
年
分
収
支
報
告
書
の
提
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
要
旨
を
次
の
と

お
り
公
表
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
九
月
十
五
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委 

員 

長　
　

　
　

地　
　

光　
　

輝　
　
　

〇
宮
選
管
告
示
第
百
十
五
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
資
金

管
理
団
体
の
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
七
年
九
月
十
五
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委 

員 

長　
　

　
　

地　
　

光　
　

輝　
　
　

資
金
管
理
団

体
の
届
出
を

し
た
者
（
代

表
者
）
の
氏

名

　

公
職
の
種
類

資
金
管
理
団
体
の

名　
　
　
　
　

称

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　

指
定
年
月
日

遠
藤　

伸
幸

宮
城
県
議
会
議
員

遠
藤
の
ぶ
ゆ
き
後
援

会

仙
台
市
青
葉
区
錦
ケ
丘
七

－

七

－

一

〇

平
成
二
十
七
年

 

八
月
一
日

守
屋　

守
武

宮
城
県
議
会
議
員

守
屋
も
り
た
け
後
援

会

気
仙
沼
市
松
崎
高
谷
一
〇
八

平
成
二
十
七
年

 

八
月
二
十
八
日

大
和　

晴
美

山
元
町
議
会
議
員

や
ま
と
晴
美
後
援
会

亘
理
郡
山
元
町
鷲
足
字
中
筋
四
七

－

七

平
成
二
十
七
年

 

八
月
十
七
日

横
山　
　

昇

宮
城
県
議
会
議
員

横
山
の
ぼ
る
後
援
会

仙
台
市
太
白
区
郡
山
六

－

一

－

一

平
成
二
十
七
年

 

八
月
十
一
日

渡
邊
千
恵
美

山
元
町
議
会
議
員

渡
辺
ち
え
み
後
援
会

亘
理
郡
山
元
町
山
寺
字
樋
前
一
〇

平
成
二
十
七
年

 

八
月
十
二
日

１
　
収
入
総
額

947 

　
　
　
前
年
繰
越
額

947 

２
　
支
出
総
額

0 

政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
（
単
位
：
円
）

（
そ
の
他
の
政
治
団
体
）

安
藤
よ
し
お
後
援
会

報
告
年
月
日
　
27. ８

. 31（
27. ８

. 31解
散
）

１
　
収
入
総
額

36,947 

　
　
　
前
年
繰
越
額

947 

　
　
　
本
年
収
入
額

36,000 

２
　
支
出
総
額

36,947 

３
　
本
年
収
入
の
内
訳

　
　
機
関
紙
誌
の
発
行
そ
の
他
の
事
業
に
よ
る
収
入

36,000 

　
　
　
総
会
及
び
分
散
会

36,000 

４
　
支
出
の
内
訳

　
　
政
治
活
動
費

36,947 

　
　
　
組
織
活
動
費

36,947 
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